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法務 Troubles~ooti n g

建設業者の労働時間管理
法務人材が、 IT化プ，ロジェクトの成否を左右します。

p 

‘ 建築~'不動産業界 x 1,T 仕事終わりはサウナで

c 北浜法律事務所KITAHAMA PARTNERS 

クライアントとともに。

大阪事務所

〒541-0041

大阪市中央区北浜1丁目 8番16号

大阪証券取引所ピル

TEL: 06-6202-1088 （代表）

FAX: 06-6202-1080 

Webinar 

C]烹）昂門99門
クライアントとともに。

東京事務所

〒100-0005

東京都千代田区丸の内1丁目 7番12号

サピアタワー

TEL: 03-5219-5151 （代表）

FAX: 03-5219-5155 

福岡事務所

〒812-0018

福岡市博多区住吉1丁目 2番25号

キャナルシティ・ビジネスセンターピル4階

TEL: 092-263-9990 （代表）

FAX: 092-263-9991 

わかりやすいと人気の北浜法律事務所ウェビナー。豊富な経験を積んだ弁護土が、有益な惜報を語ります。

簡単登録するだけで、どなたでもご視聴いただけます。 璽
https:/ /www.kitahama.or.jp/archive-webinar / 
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弁護士

不
動
産
／
建
設
・
建
築
／
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
会
社
法

事
業
再
生
・
倒
産
／
争
訟
．
紛
争
解
決
／

M
＆
A

原
川
康
太
郎

/J / 一

建築 . 不動産X専門性 ( KITAHAMA-fLus 

建策・不動産業界は、労働力不足、後継者不足が深刻化。

事業環境の変化が著しい今、

案件対応には建築・不動産とシナジーのある法分野の

専門性が必要になっています。

第一線で活躍する弁護士が業界の今を語ります。

message 

春。希望に満ちたスタートの季節。

心新たに、成長の一歩を踏み出されたことと存じます。

建
設
・
建
築
／
不
動
産
／
保
険
／
労
働
法
務

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
会
社
法
／

M
＆
A

松
嶋
秀
真
郎

さて今号の特集は、建築・不動産です。

昨今の建築・不動産法務においては、業界特有の問題だけでなく、

社会課題が絡まっているのが特徴的です。

事業承継•M&A、人事労務、コンプライアンスなどなど、

まさに「建築·不動産x専門性」の時代。

KITAHAMA PLUSは変化する社会に対応し、

読者の皆様に価値ある情報を提供してまいります。

e 
弁護士法人北浜法律事務所代表

北浜グループ CEO

森本宏 / 
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建築・不動産X専門性

事
務
所
が
、
建
築
・
不
動
産
分

お
り
ま
す
。
私
た
ち
北
浜
法
律

発
揮
し
や
す
い
体
制
が
整
っ
て

揃
っ
て
い
る
た
め
、
総
合
力
を

お
り
、
各
分
野
の
専
門
家
が

事
務
所
の
規
模
と
し
て
も
弁
護

士
が
1
0
0

名
以
上
在
籍
し
て

の
チ
ー
ム
制
を
敷
い
て
お
ら
ず
、

北
浜
法
律
事
務
所
の
大

き
な
特
徴
と
し
て
は
、
縦
割
り

原
田

す
。 最
後
に

一
言
お
願
い
し
ま

単
な
る
危
機
管
理
法
務
の
み
な
ら
ず
、
建
築
・

分野横断的な

各分野の弁護士がス

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

動
産
業
者
に
お
け
る
不
正
調
査
に
お
い
て
は

に
連
携
す
る
な
ど
し
て
、
よ
り
質
の
高
い

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
有
す
る
弁
護
士
が
密

北浜法律事務所では、100名以上の弁護士が在籍しており、

クライアントの皆様に仕事の質と総合力を提供しています。

風通しの良い事務所ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

産
業
界
の
実
務
に
精
通
し
て
い
な
い
と
、
当

の
特
定
、
再
発
防
止
策
の
策
定
な
ど
の
分
析
・

提
言
が
重
要
と
な
り
ま
す
が
、
建
築
・
不
動

該
企
業
の
実
態
に
即
し
た
適
切
な
分
析
・
提

言
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
建
築
・
不

不
動
産
x

独
占
禁
止
法
」
、
「
建
築
・
不
動
産

x

国
際
法
務
」
、
「
建
築
・
不
動
産
X

フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
」
や
「
建
築
・
不
動
産
X

特
許
」
な
ど
、

上
に
挙
げ
た
法
分
野
の
ほ
か
に
も
、
「
建
築

東京事務所 TEL 03-5219-5151 

福岡事務所 TEL 092-263-9990 

大阪事務所 TEL 06-6202-1088 

https://www. kitahama.o『.jp/

に
関
し
て
は
、
違
反
の
実
態
の
調
査
、
原
因

川
原
加
え
て
、
北
浜
法
律
事
務
所
で
は

る
こ
と
か
ら
、
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

襲

こ
と
か
ら
、
建
築
・
不
動
産
法
務
の
知
見
を

業
界
に
お
け
る
不
正
調
査
の
実
績
も
多
数
あ

業
法
は
、
複
雑
で
あ
り
難
解
な
法
律
が
多
い

川
原
建
築
・
不
動
産
業
界
に
適
用
さ
れ
る

危
機
管
理
の
双
方
に
精
通
し
た
弁
護
士
が
複

で
し
ょ
う
か

浜
法
律
事
務
所
で
は
、
建
築
・
不
動
産
法
務
、

は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
シ
ナ
ジ
ー
が
あ
る
の

原
田
そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
こ
の
点
、
北

力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
嶋

と
不
正
調
査
と
は
シ
ナ
ジ
ー
が
あ
る
と
考
え

ン
ト
の
皆
様
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
、
真
に
価
値

例
や
、
資
格
の
不
正
取
得
の
例
な
ど
が
大
き

に
つ
い
て
も
、
専
門
性
を
も
っ
て
ク
ラ
イ
ア

ら
虚
偽
の
デ
ー
タ
を
施
主
に
報
告
し
て
い
た

不
動
産
業
界
や
実
務
に
精
通
し
て
い
る
こ
と

野
と
他
の
法
分
野
が
連
関
す
る
よ
う
な
問
題

は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か

員
に
つ
い
て
、
「
契
約
書
の
タ
イ
ト
ル
を
請

も
、
ゼ
ネ
コ
ン
が
施
工
不
良
に
気
付
き
な
が

着
目
し
て
い
る
「
建
築
・
不
動
産

x
0
0
」

名
目
上
は
請
負
や
業
務
委
託
で
稼
働
す
る
人

け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
事
例
を
み
て

す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
田
先
生
が
特
に

労
働
者
性
に
関
す
る
ご
相
談
は
多
い
で
す
ね

え
ま
す
。
昨
今
の
建
築
・
不
動
産
業
界
に
お

に
は
、
分
野
横
断
的
な
知
識
が
求
め
ら
れ
ま

談
の
中
で
も

い
わ
ゆ
る
「
一
人
親
方
」
の

が
生
じ
て
し
ま
い
や
す
い
業
界
で
あ
る
と
い

な
案
件
に
弁
護
士
が
適
切
に
対
応
す
る
た
め

動
産
分
野
の
お
客
様
か
ら
い
た
だ
＜
労
務
相

こ
と
が
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う

知識を持ち

の
案
件
に
特
に
着
目
し
て
い
ま
す
。
建
設
不

厳
し
い
規
制
を
定
め
て
い
る
の
で
、
ど
う
し

不
動
産

x
0
0
」
の
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る

松
嶋
私
は
、
「
建
築
・
不
動
産
X

人
事
労
務
」

法
が
建
築
・
不
動
産
業
者
に
対
し
て
か
な
り

の
法
分
野
と
を
掛
け
合
わ
せ
た
、
「
建
築

松
嶋
先
生
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か

法
が
定
め
ら
れ
て
複
雑
で
あ
る
う
え
、
各
業

建
築
・
不
動
産
案
件
と
シ
ナ
ジ
ー
の
あ
る
他

合
力
を
発
揮
で
き
る
分
野
と
い
え
ま
す
ね
。

う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

‘ 

エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
在
籍
し
て
お
り
、
正
に
総

建
築
・
不
動
産
業
界
で
は
、
建
設
業
法
や

複
合
的
に
関
連
す
る
よ
う
な
案
件
を
取
り
扱

川
原
北
浜
法
律
事
務
所
で
は
、
各
分
野
の

は
、
「
建
築
・
不
動
産
x

不
正
調
査
」
で
す
。

不
動
産
に
関
す
る
問
題
が
他
の
法
分
野
と
も

ま
す
。

不
動
産
案
件
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
建
築

地
位
を
占
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
問
題
と
な

築
・
不
動
産
案
件
を
取
り
扱
っ
て
き
ま
し
た
。

最
近
は
、
特
に
、
建
築
瑕
疵
案
件
や
不
動
産

売
買
に
関
す
る
紛
争
な
ど
、
伝
統
的
な
建
築
・

な
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

建
築
・
不
動
産
分
野
と
不
正
調
査
と

有
す
る
弁
護
士
で
な
い
と
適
切
な
対
応
が
難

し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
不
正
調
査

が
必
要
と
考
え
ら
れ
、
建
築
・
不
動
産
分
野

ら
れ
ま
す
。

数
在
籍
し
て
お
り
、
ま
た
、
建
築
・
不
動
産

で
き
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

あ
る
業
務
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
今
後
も
尽

ムーズに連携してし

を
結
集
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
法
律

事
務
所
の
底
力
が
試
さ
れ
る
案
件
だ
と
い
え

る
場
面
も
多
そ
う
で
す
ね
。

私
が
着
H

し
て
い
る
「
建
築
・
不
動
産
x
0
0
」

建
築
基
準
法
、
宅
建
業
法
な
ど
、
様
々
な
業

て
も
、
思
わ
ぬ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
等

各
分
野
を
専
門
と
し
て
扱
う
弁
護
士
の
知
見

て
「
一
人
親
方
」
の
存
在
は
非
常
に
重
要
な

チ
ェ
ッ
ク
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

川
原
人
手
不
足
が
進
む
建
設
業
界
に
と
っ

ン
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
お
け
る
様
々
な
建

ヽ

時
間
管
理
、
独
占
禁
止
法
上
の
規
制
の

い
ま
す
。

大
手
か
ら
中
堅
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
や
ゼ
ネ
コ

川
原
北
浜
法
律
事
務
所
で
は
、
こ
れ
ま
で

< 

建
設
業
法
の
遵
守
、
許
認
可
の
承
継
、
労
働

あ
る
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
よ
う
研
鑽
し
て

の
際
は
、
建
設
業
界
特
有
の
問
題
と
し
て

産
x

事
業
承
継
•
M
&
A
」
の

昨
今
、

日
本
の
出
生
率
の
低

り
顕
著
で
す
。
そ
の
よ
う
な
場

表
的
な
手
法
で
す
が
、

M
&
A

不
可
欠
で
す
。
仮
に
労
働
者
性
が
肯
定
さ
れ

た
場
合
に
は
、
賃
金
や
社
会
保
険
料
の
未
払

紛
争
化
す
る
可
能
性
も
相
応
に
高
い
分
野
で

す
の
で
、
労
働
法
の
知
識
を
活
用
し
た
実
の

第
三
者
に
対
す
る
M
&
A
が
代

と
い
っ
た
金
銭
リ
ス
ク
に
直
結
し
ま
す
し

合
に
お
け
る
戦
略
と
し
て
は

る
後
継
者
不
足
が
深
刻
化
し
て

い
ま
す
。
特
に
建
設
業
界
は
よ

詳
細
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
検
討
す
る
作
業
が

判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
稼
働
実
態
を

少
に
よ
り
、
事
業
承
継
に
お
け

者
性
は
1

つ
や
2

つ
の
要
素
の
み
に
よ
っ
て

下
を
背
景
と
し
た
若
年
層
の
減

ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
労
働

に
労
働
者
で
は
な
い
と
整
理
さ
れ
て
い
る

案
件
に
特
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

い
か
ら
」
と
い
っ
た
理
山
で
、
比
較
的
簡
単

は
「
報
酬
か
ら
の
源
泉
徴
収
を
行
っ
て
い
な

原
田
私
は
、
「
建
築
・
不
動

負
や
業
務
委
託
と
し
て
い
る
か
ら
」
、
或
い
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建設業者の労働時間管理

ー

電
子
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。

士
に
相
談
す
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

す
い
メ
リ
ッ
ト
を
背
景
に
、
各
種
契
約
書
の

務
及
び
I
T

法
務
に
精
通
し
た
専
門
の
弁
護

そ
の
他
、
印
紙
税
の
節
約
と
い
う
分
か
り
や

今
後
利
用
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

勤
務
さ
せ
ら
れ
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

調
整
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
資
格
者
を
在
宅

で
は
あ
る
も
の
の
、
顧
客
と
の
柔
軟
な
日
程

初
期
段
階
か
ら
法
務
人
材
を
関
与
さ
せ
る
こ

ま
す
。
I
T

重
説
の
実
施
率
は
現
状
限
定
的

し
た
要
件
定
義
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り

の
電
子
交
付
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

R
e
l
a
y
 c
o
l
u
m
n
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法
務
人
材
が
、
I
T
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
否
を
左
右
し
ま
す
。

建
築
・
不
動
産
業
界
x
_

—
た

昨
今
の
I
T

化
の
潮
流
は
、
建
築
・
不
動

産
業
界
も
例
外
で
は
な
く
、
業
界
に
多
く
の

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
不
動
産
業
界
で
は
、
こ
こ
数
年
で

書
面
を
含
む
手
続
の
電
子
化
が
大
き
く
促
進

さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
宅
建
業
法
上
の
重

要
事
項
説
明
は
、
社
会
実
験
や
規
則
の
改
正

等
を
経
て
、
リ
モ
ー
ト
で
の
説
明
の
実
施
（
い

わ
ゆ
る

I
T

重
説
）
や
、
重
要
事
項
説
明
書

体
的
な
取
組
み
を
既
に
公
表
し
て
い
ま
す
。

務
の
一
部
を
生
成

A
I

に
行
わ
せ
る
等
の
具

際
、
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
何
社
か
は
、
設
計
業

の
最
道
化
、
危
険
予
知
支
援
と
い
っ
た
領
域

で
の
導
人
が
特
に
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
実

と
こ
ろ
で
、

I
T

化
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

お
い
て
は
、
業
法
を
含
む
関
連
法
令
を
考
慮

｀
~
ヽ

と
カ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
否
を
左
右
す
る

で
、
北
浜
法
律
事
務
所
と
し
て
は
、

I
T

化

の
ん
伴
走
者
“
と
し
て
、
建
槃
・
不
動
産
法

で
お
り
、
設
計
業
務
の
自
動
化
、
工
程
管
理

業
務
プ
ロ
セ
ス
に
取
り
入
れ
る
検
討
が
進
ん

他
方
、
建
設
業
に
お
い
て
は
生
成

A
I
を

細井南見弁護士 Minami Hosoi 

専門分野は、不動産／建築／紛争案件。知的財産

権／ IT ・データ／国際法務にも力を入れている。

大手デベロッパーに出向経験があり、大小さまざま

なゼネコンやデベロッパーの相談を日々対応して
おり、特に建築訴訟について豊冨な経験を有して

いる。

Profile 

......................................................................................................................................................... 

建設業界の「2024年問題」 まず、時間外労働は原則として月 45 時間、年 360 時間以
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いわゆる働き方改革関連法により、長時間労働を防止すると 内に制限されます。
......................................................................................................................................................... 

いう観点から、企業が従業員に対して課すことのできる時間 また、例外的に労働者に対して時間外労働を命じる臨時的
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外労働について原則的な上限時間が設けられると共に、 36 な特別の事情がある場合であっても、年 720 時間、単月 10
................................................................................................................................................ 

協定により上限を超過して従業員を稼働させることができる 0 時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間以内（休
......................................................................................................................................................... 

例外的な労働時間についても規制が設けられました。 日労働含む）、限度時間を超えて時間外労働を延長できるの
....................................................................................................................................................................... 

上記規制は、令和元年 4 月から順次適用されたものの、建設 は年 6 か月までを限度とするという規制が道用されます（但
......................................................................................................................................................... 

業界については、長時間労働の背景に業務の特殊性や取引 し、災害復旧又は復興に当たる工事の場合のみ、時間外労
......................................................................................................................................................... 

慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用 働と休日労働の合計について月 100 時間未満、平均 80 時
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が 5 年間猶予されておりました。 間以内とする規制は適用されません。）。
......................................................................................................................................................... 

このような 5 年間に渡る適用の猶予期間が満了し、令和 6 年 上限規制への違反に対しては罰則が適用される可能性もあ
......................................................................................................................................................... 

4 月から建設業に関しても働き方改革に基づく時間外労働 り、改めて建設業界の適切な労働時間管理が問われます。
......................................................................................................................................................... 

の上限規制が適用されます。 人繰りや無理のないエ期の設定により個々の従業員の労働
....................................................................................................................................................................... 

令和 6 年 4 月以降、建設業界においても時間外労働の上限 時間を抑制すべきことはもちろん、表面的な数字上は残業時
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規制が設けられることを「 2024 年問題」と呼称する動きが 間数が法律に違反していないとしても、会社側の把握してい

あるようです。
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ビジネスパーソンの休憩時間

仕事終わりはサウナで

"
-
血吉谷心太郎弁護士の

オススメ

リフレッシュ

私はサウナが大好きで、仕事終わりや週末によくサウナに行っ

ています。サウナの効用としては一般的に疲労回復、ストレス

解消、安眠効果などが挙げられますが、私自身、仕事終わりの

サウナで一日の疲れを癒した後はぐっすりと眠れて疲労回復

できていると実感しています。私のおすすめサウナは大阪では

心斎橋にある「大阪サウナDESSE」、東京では上野にある「北

欧」、福岡では博多にある「ウェルビー福岡」です。皆さんもお

仕事終わりにサウナに足を運んで日々の疲れを癒してみるの

はいかがでしょうか。

吉谷心太郎弁護±
Shintaro Yoshitani 
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建設業界の労働時間管理と長時間労働対策
.......................................... 

令和 6 年 4 月以降、改正労働基準法により、建設業者に対
.......................................... 

しても適用される時間外労働に関する規制の概要は以下の

とおりです。

ないサービス残業が発生していたことで実は上限規制を超
.......................................................................... 

える時間外労働が発生していたとうパターンも想定されます
.......................................................................... 

ので、位置情報システム等とも組み合わせた適切な労働時
......................................................................... 

間の把握方法を採用する必要性がより一層高まるでしょう。

松嶋秀真郎弁護士 Hidemaro Matsushima 

取扱業務は多岐に渡るが、建築不動産案件、労務案件に

注力している。特に建築不動産分野では、施工会社や設
計会社を代理して、 100か所近い瑕疵が主張された建築

紛争、設計業務の瑕疵が争われた紛争ほか多数の訴

訟、交渉等を担当している。また、建築不動産と人京労務

の横断的知識を活かした複合的な案件、相談も取り

扱っている。
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